
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第　
　
　

号

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
家
公
安
委
員
会
行
政
文

書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年　

月　
　
　

日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長　

赤
間　

二
郎　

国
家
公
安
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

国
家
公
安
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

  

（
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
） 

（
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
） 

 

第
十
二
条　

［
１
・
２　

略
］ 

第
十
二
条　

［
１
・
２　

同
上
］ 

 

３　

総
括
文
書
管
理
者
は
、
前
項
の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
国
立
公
文
書
館
の

３　

総
括
文
書
管
理
者
は
、
前
項
の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
国
立
公
文
書
館
の

 

専
門
的
技
術
的
な
助
言
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
存
期
間
が
三

専
門
的
技
術
的
な
助
言
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

年
以
下
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

４　

総
括
文
書
管
理
者
は
、
前
項
の
助
言
を
踏
ま
え
て
当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ

４　

総
括
文
書
管
理
者
は
、
前
項
の
助
言
を
踏
ま
え
て
当
該
行
政
文
書
を
適
切

 

ル
等
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
文
書
管

に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
文
書
管
理
者
に
対
し

 

理
者
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
措
置
の
変
更
等
の
対
応
を
求

、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
措
置
の
変
更
等
の
対
応
を
求
め
る
も
の
と

 

め
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

  

 

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

 
 



　
　
　

附　

則 
１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
安
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
第
十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
同
規
則
第

十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
文
書
作
成
取
得
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
同
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行

政
文
書
及
び
同
規
則
第
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
作
成
日
が
同
日
以
後
で
あ
る
同
規
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
適
用
す
る
。




